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「見えなLリ貧困と不平等ーその世代的再生産

はじめに

出口どころか、なお底も見えないままに続いて

いる未曾有の不況。失業の増大、舞金切り下げ、

年金切り下げ、医療費や教育費の増大など、いわ

ゆる生活不安はますます深刻化してきているO 中

高年の自殺やホームレス問題、あるいはセーフテイ

ネットとしての生活保護制度などが、特集記事と

して新聞などにも大々的に掲載されるなど、ょう

やく「遠くの貧困」ではなく、「近くの貧困」が

られ始めたかにみえる。だが、どこまで貧困の

現実が見えているかといえば、はなはだ心細いよ

うにも思う O

二つの意味において心細いのである。一つは、

たとえばホームレスの人々の存在への共感と差別

は、たびたび新聞やメディアが取りあげるものの、

生活保護受給家族や母子世帯として児童扶養手当

を不可欠としている家族などの貧臨は、地域社会

のメインストリームからはずれ、いわば潜在化さ

れて存在しているがゆえに、現実の規模に比較し

て、なお一殻に告に見えにくいことである。今一

つは、本来的にはアドボケート(塊護・代弁)す

べき関孫者においでさえ、現実の彼らが抱えてい

る生活困難・貧簡をBlamingthe Victim (犠牲

者に責任を転嫁すること)する額向が強いことで

ある。しかも、加えてここで指摘するとすれば、

われわれ一人一人もまた、たとえ貧国が「見えたj

にしても、「見てみない振りをするJi見ょうとし

ないJ傾向には相当強いものがあるのではないか、

このことも車視する必要がある。かくして、貧閤

は個人や家族の頑張りで克服されるものであると

いう神話は、アメリカのみならずわが留において

もきわめてなお根強く、これが社会問題としては

青木 紀

とらえられている(見えている)とは設い難い現

実が注目されてくる O なぜ「個人主義」という

葉が好意的に諮られないわが臨で、貧盟問題が社

会的でなく、個人主義的な努力課題に安易にすり

替わってしまうのだろうか。

しかし「見えにくい」中でも、よく自を凝らし

て地域社会を見ると、しばしば欧米諸国で議論さ

れ、とくにアングロサクソン系諸国のアメリカや

イギリスで問題にされているような、貧困が世代

的に継続している事実も浮かんでくる O またとく

に抵所得者層向けの公営住宅においては、似たよ

うな家族の一種のコミュニティが形成されてきて

いる。さらに、とくに子どもの成長・発達といっ

た点に注意を払いながら、いわゆる社会階層的な

視点で大量観察をすると、そこでは間違いなく親

の不利は子どもの不利と関連していることが見え

てくる。とすれば、経済的・社会的に不利を負っ

た階層の家族の現実はどうなっているのか。その

不利はいかなる形で「再生産」されているのか。

報告者の最大の関心はここにある。いわゆる歌米

で言われている「貧留の継承Ji貧国のサイク jレ」

といった現象への問題関心である

本報告では、貧困の世代的再生産という椀点か

ら、現局面における護部・不平等研究の重要性を

述べるとともに、問時に、今日の生活保護

しJなどに代表される揺祉改革論議の特徴を検討

する。

重罰の世代的再生産と不平等

護問の再生産と本報告でいう護屈の世代的再生

とは、震なる部分・内容を持ちつつも、異なっ

た概念である(1)。

端的に言えば、資本主義の「自由な競争」を仮



しれない。

これに対して、貧困の世代的再生産あるいは継

承とは、現象的には2世代以上にわたって、社会

的に受容できないほどの貧国な生活状態が続くよ

うな状況が、ある集団あるいは層として形成され

した概念である。そこにある問

は、上記の文脈との関連で言えば、

いう現象が絶えず生まれ、護鴎層が存在していた

としても、その貧困層内部の構成が入れ替わり、

たとえばミドルクラスとか、それに近い階層との

交代が世代的にも流動的であれば、「貧困の世代

的再生産」という概念は生じないし、そのことが

社会的問題とはならなし¥ということを言外に含

んでいる。言し、かえれば、そこには、重闘という

ある状態から抜け出すのが機能的に困難な場合、

社会的不平等や排徐のメカニズムが構造化されて

いること、それがしばしば自に「見えないj形で

作用していることが示唆されている。

実際、それが社会的にも問題になっている場合

には、さまざまな対築が採られることとなる。そ

の背後には、とくに「機会の平等」といった概念

に関わった問題意識が背景にある場合がある。そ

の臨りでは、これは主として「豊かな社会」での

問題意識でもある。その典型は、先進国ではアメ

リカの 1960年代以降の、いわゆる「積極的差別

をも含んだ貧国対策の展開に見ること

ができる。しかし同時に、この問題は社会的に隠

されるという特徴もあるO それを生み出す要因は、

たとえば機会の平等、家族責任、中流意識といっ

たレトリックの蔓延などであるO またこれは

かな先進留」における問題意識としたが、いわゆ

る途上層(非先進国)の場合、封建制の残存と関

わって、世代的再生産という視点からすれば、そ

れが階層・階級の国定的な再生産構造として

たり前」でもあり、いわば基本構造となっている

るO

しかしいずれにしても、先進国といわれる国々

を対象に見た場合、もしもそこに貧困の世代的再

という現象が確認され、国によってその現象

の質と量に差異があるとすれば、ある構造的な不

平等の要閣がそこには横たわっていると考えても

間違いないだろうO 報告者が持ち続けている、そ

の屈の家族と社会福祉・社会保欝あるいは教育保

障のあり方と関連した関心はこの点に関わってい

る。この場合、とくに比較福祉鴎家という視点に

注目することが近年の流れであるが、その中でわ

が障でも紹介されているエスピン・アンデjレセン

の研究は興味深い示唆をもたらしている。後の言

う、国家・市場・家族というリンクにおける「家

族主義J(，家族依存J)の強弱と、補祉国家「レ

ジームJ概念の分類はそのことに関わるし、その

問題意識もまた、いわゆる社会的流動性の実現、

平等の実現といったことにもある(九もう少

えば、アンデルセンは南ヨーロッパとともにわが

国を、北欧の「脱家族化Jの対極にある

福祉サービス供給体の現状から分類しているが、

これに教育サーどス供給体の有り隷を加えて見る

と、先進国の中でも飛び向けて「家族の負担」が

¥すなわち「家族依存J度の高い患が日本と

いうことになるけ o (臨1)

として

とも
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定して、仮にある世代が貧閤にあっても次の世代

がそこから抜け出すこと、あるいはその逆の動き

が一般化しているような状態が想定されれば、貧

困の世代的再生産という言葉を、特別に用意する

必要はない。護部の再生産という言葉ですむかも

ている

と

大学学費の受益者負担率の国際比較 (1992年)
高等教事警費韓績に占める学費負担の衛合

図 l

注)三輪定主主「、闘が教育を重視するH とはどういうことか
一欽米と日本の教資資政策の比較からJ
f賃金と社会保障jNo.l225(1998年5月上旬号)より転載3
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「見えないj貧翻と

2 問われてこなかった「貧韻の世代的再生

産J

一般に、輩屈な状態を誼接的に生み出している

のは、社会の再生産の主導的メカニズムとしての

現代資本主義、市場経済のあり方そのものである。

とくに近年では、グローパリゼーション、バブル

崩壊後の長期不況の中でのリストラによる失業の

増大の影響が大きいことは言うまでもない。しか

しここでは、先の問題意識の上に、実際に階層性

を帯びた家族の世代的帯生産の歴史過桂そのもの

が、概していかに当世代の不利な状態を次世代に

継承させていくかといったことにこだわっている。

その合意は、何らかの「結果の平等」の実現は

もちろんのこと、むしろそれ以前の「機会の平等J

への実質的なアクセスの不平等の問題が、個々人

の生活史の中においては「鶴人の環境としての家

族Jr社会組織(制度)としての家族」あるいは
「家族資本Jr家族資源J41の強弱を通じて、なお
きわめて大きく影響されているのではないか、と

その波代的再生産 41 

いうことと関わっている O

しかし、この家族資源の移転に関しては、さま

ざまな側面を持つが、とくに経済的な面では税金

問題などが絡んでくることによって、また所得階

と関連させたいわゆるクロス・セクショナルな

統計が、わが臨においては「隠されるjことから

(おそらくどこの間においてもその横向はあろう

が)、きわめて見えにくい状況にある。とはいえ、

ある家族世代間の調査研究は、平均して表1のよ

うな現状を示している。階層間格差は見えないの

で限界はあるが、ここからは、たとえば親から

への経済的支援は、有配偶者でさえ男性では 45.3

%、女性では 28.0%が受けていることを明らか

にしており、「親子の関Jで相当の移転がさまざ

まな形であることが推測される。いうまでもなく

それはまた、子どもから親への「扶養Jr介護」
とも結び、ついている O その点で、いずれもわが閣

の福祉サービスや教育における「家族依存」の高

さを裏付けているのがこの表とも言える O

ところで、このような家族階層聞の資源不平等

表1 成人予の配偶関係、性別、年齢別にみた世話の内容 (単位:人， %) 

子の配偶関係・
総 数 身の回り

出産・
病気の世話

悩み事の
経済的支援 特になし

性別・年齢 孫の世話 枢談相手

男性 2，011 51.8 0.6 11.8 12.3 29.7 8.2 

来
24歳以下 964 50.9 0.8 13.4 13.8 40.9 5.6 

25-29歳 646 52.9 0.5 10.8 11.9 22.0 9.6 

30-49歳 401 51.9 0.5 9.7 9.2 15.2 12.2 

女性 1，185 73.1 1.4 18.1 30.5 39.8 8.4 

婚
24歳以下 677 72.7 0.9 18.9 32.2 49.6 5.5 

25-29歳 334 79.9 1.5 16.8 29.6 30.5 8.1 

30-49歳 174 61.5 2.9 17.2 25.3 19.5 20.1 

男性 921 23.0 49.7 13.5 16.1 45.3 20.1 

l有
24歳以下 218 24.8 38.5 9.6 16.5 58.7 15.6 

25-29歳 454 22.7 51.5 14.1 15.2 44.7 20.3 

百E
30-49歳 249 22.1 56.2 15.7 17.3 34.5 23.7 

女性 1，117 24.2 66.1 20.5 37.0 28.0 14.0 

{潟
24歳以下 293 25.9 51.2 16.4 40.6 29.0 15.4 

25-29歳 557 24.4 73.6 22.1 37.3 29.4 12.0 

30-49歳 267 21.7 66.7 21.7 32.2 24.0 16.5 

注)国立社会保障・人口問題研究所「第2回全国家庭動向調査結果の概要J(6頁)。なおこの調査は平成10年
に行われたものである。
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に視点を揖えた開題意識は、{可か特別のことでは

なく、だれもが当たり前に持つことかもしれない。

少なくとも冷静に考えれば考え得る視点であるO

実際、現実の歴史過程においては、たとえ身分・

出自・問地などによる「機会の平等」などの制度

的差別はなくなったとしても、階級・階層は新た

に再生産され、とくに「子どもが大人になるプロ

セス」に焦点を当てれば、いつの時代も不平等な

人生の出発は、いわば当たり前であったのが正し

いと言うべきであろう O

もともと階級・階層という概念自体には、容易

に流動性は引き起こされないという意味を含んで

いるからこそ成り立つものであるという性格を含

んでいる。だが、なぜ階級・賠!醤の変動がそう簡

単に引き起こされないかに関して、報告者の関心

に引きつけて言えば、その一つは、いわゆる

的問類婚の一般化の中で、子どもはどこの世界に

おいてもほとんど例外なく、どこかの階層に!議す

る「家族Jという個々別々の不平等な諸資源を持

つ社会制度の中で育てられ、そこでの有利・不利

の影響は免れがたいのが現実だからであろうO ま

た家族の一面は、もともと経済「共同体Jの性格

を持ち、開類婚などを通じて支え合い、その拡大

を求める傾向を持つからである。

逆にそのことは、経済的に脆弱な家族は、また

脆弱な家族との「共同」でしかない場合が多く、

当然危機対応の基盤としては格段の差がつくられ

る可能性を示唆している。輩困の世代的再生産と

は、まさにこのような不平等傾向の回定化の中で

形成されてくる一つの現象であろう。

このようなことを考えてくると、「護E自の世代

的再生産」を論ずるに当たって、やはり疑問とし

て大きく濁き上がってくるのは、人生における出

発点の差異と結果の格差はともにあまりに大きい

はずなのに、それに関わった家族資源格差の不平

等については、なぜ世間的には強く疑問の持たれ

ない常識でさえあり続けてきたか、である。いわ

ゆる日本の「中流意識的想jや「ガンバリズムJ

の蔓延の影響もあろう。その身近な典型例を一つ

あげれば、たとえば「障害(身体・知的・精神)J

は毘復不可能な問題だが、「貧困Jは努力によっ

て解決しうる可能性を持った問題であるという発

は、筆者の私的な経験では、この不況下でも依

然、として学生から出される多数派の意見であり続

けているO もちろんそこには、学生の出身階層の

性格の影響も大きいのであろう。しかし、やはり

披らには「貧国」は見えていないのである。これ

をアメリカ流に言えば、貧困はアメリカ流個人主

義を基礎にした「家族の責任J1家族の価値」と

いった言葉にすり替わるということかもしれなし、。

あるいは、私見によれば、アメリカにおいては個

人主義という言葉が「家族依蒋Jを覆い隠してい

るのではないかとも考えられる。

それだけでなく、ここで強調したいのは、それ

は研究の側においても必ずしも開外ではないとい

う点である。とくに「貧困問題」に関わってはそ

うであった。すなわち、従来は、たとえば「資本

と労働jの対立関係で貧困を把握し、それを社会

権の実現として国家の賞{圧を強調することが支配

的であった。その限りでは、この考え方は貧困の

11闘人責任説」の対極にあった。むろんそのこと

自体は正しいし、事実、「輩留の再生産」は資本

主義制度のもとでの市場経済競争の敗北の結果で

もあり、あるいは不況といったことから「避けら

れない」ものとして生まれる。現局面の社会問題

化しつつある失業、ホームレス、自殺といった現

象はそのことを端的に示しているO それゆえまた、

国家政策としての生活保護の役割・位置づけが間

われ、今日ほど労働関の組織化と運動の再構築が

関われている時はないとも言える O

だが、不況にせよ、労働の組織化にせよ、その

影響や効果は、おかれた人々の職場や家族の属す

る社会階層によって大きく異なり、加えて人種や

民族問題などがある場合は、さらに捜雑な「普通

の人々」の社会的な相互作用行為を通じて、「排

除jとしての貧困へと帰結し (5)、生活基盤の弱い

家族は、家族の維持そのものの危機に躍酷し、し

ばしば「問題家族jとしてラベリングされてLぺ。

それはたとえば、低賃金労働市場における外国人

労働力との競合の中で「排除J問題と結び、つく場
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合や、身近な経験で言えば、地域社会における

「生活保護世帯JI母子世帯」への嬬見として表れ

ることから理解できるO また、いわゆる「アンダー

クラス論Jの役割もこのことに関わっている (6)。

このような場合、考躍すべきは、一方では全体

の枠組み(資本主義の構造)を意識しながら、他

方では、どのような形態であれ、必ず社会問題は、

社会組織・信Ij震の最小単位で、ある家族に反映し、

いわば「縮図化された社会としての家族J7)を通

じて、ある時はストレートに、ある時は形を変え

て問題が発現してくるという視点をはずさずに見

ることである。とくにもろく、弱し、家族ほど、何

らかの影響によって貧困に臨る頻度は高いし、逆

にはい上がる機会は少ない。それはほんのわずか

のランク・アップにおいてもそうである O また、

いわゆるその家族の関係する「社会資本J8)は弱

い。そして近年の「個人化された家族が、潜

在的問題をより簡単に露呈させやすくしている。

かくして、それらが経済的問題だけに限定されな

いさまざまな「家族問題Jとして現象することは、

日々のメディアが「あいまいな部分Jを含みなが

らも伝えるとおりであるO

しかし、当然、家族を支える働き手の職業・職

種・就労先事業所の安定度(言いかえれば、家族

よりも「より大きな社会組織Jの中の安定度)、

またとくに前世代から現世代への、家族として何

らかの富の世代間移転がある場合は、その影響は

大きく違うのである(言いかえれば、「家族とい

う最小単位の社会」における安定度)。このこと

はソーシャルワークという視点からはとりわ

嬰だし、同時に人々の生活の背後にある「不平等J

を具体的に把援する点で必要である。だが、その

ことは隠されて見えない場合が多い。

にもかかわらず、わが国の場合、「貧困の世代

ということ自体、また護国問題自体、

実際にはあまりにも真正面からは家族資源格葦・

不平等の問題と関連させては「間われない」で推

移してきたのが研究の現状ではないか。もちろん、

それは、これまでこのような経済的不平等の問題

が論じられてこなかったという意味ではない。

諜、最近はかなりの数の本や論文が出されてきて

いる(10)。またここで問題にしようとしている

困の世代的再生産jに関わる関心・研究について

も、欧米の動向からすればほとんど注目は払われ

てこなかったとも言えるが、わが国においてもこ

れまでにまったくなかったわけでもなし、しかし、

なおホームレス研究などと比較しでも、同じ貧困

研究の一環ではあるものの、研究の蓄積は少な

い(へというより、両者が結合させて研究が進め

られていないと言ってもいし、。

そこには、すでに言及してきたことに加えて、

家族研究と貧困研究の結合の実際的関難さ(プラ

イパシーに関する人権問題、諸資格・受給権ある

いは税金問題などと関連して)が大きく横たわっ

ているとも考えられるO また、これまでの研究の

流れが、大きくは社会政策的、労働市場論的な視

点からの貧困研究と、貧困視点を欠落させた家族

社会学研究が分離したまま経過してきていること

の問題点を皮映しているからかもしれなL、。また

「資本と労働の対抗関係Jのフレームワークに

「家族Jを欠落させてきたことの反映かもしれな

し、。

だが、重闘の世代的再生産という視点、は、

いにもJ必然、的に子どもの教育にも視点を当てる

ことを含むのが大きな特畿でもある。それゆえま

た、否が応でも「家族Jが研究の視野に直接入っ

てくることとなる。その点からすると、この視点

からは、子どもが長じて大人になる、そこに叢る

過程でどれだけ叶圏人に責任のない範囲」で子ど

もは家族の不利を継承し、それをまた「家族依存J

の性格を持つ国家政策(社会福祉・社会保障政策、

とくに教育費負担の重さに象徴される国家の教育・

家族政策)がその不利を是正するのではなく、む

しろ見て見ぬ振りをしてきたか。あるいはむしろ

促進してきたか。そういった問題点が浮かび上がっ

て見えてくる。

その場合、生活保護制度における「家族扶養義

務」条現、あるいは生活福祉資金における「連帯

条項における現実を見るたびに(後述)、

さらには学資保険という子どもの教育には今や欠
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かせない手段でさえ否定・常定をめぐって裁判で

争われるような姿勢そのものに、つくづく「家族

依存Jを思い知らされるのである。それはかつて

のイギリスの救護法の精神、あるいはその下での

慈善組織化協会 (COS)の指導原理と何ら変わ

らないのではないか問。しかし、「家族依存Jの

内実は覆い隠され、そこでの不平等や社会的公正

は間われないままに来ている O

3 貧盟の世代的碍生産分析の事倒的検証

このように考えながら、社会的にも明らかに護

問層と位寵づけられる家族の中にどんなことがお

き、それがどのように次世代へと引き継がれ、問

題として表面化しているのか。あるいはそこには、

いかなる不平等な歴史過程が横たわっていたのか。

これらを生活史の中で実証することを試みたのが

A市(13)、B市川での調査であった。ここでは B

市の結果を簡単に仮説の検証として紹介しておく O

(1)貧劉の世代的再生産の現象的「事実」

さて、ここで紹介する 2001年における B市で

の調査は、最終的にはおの母子世帯への訪問調

査となった。詳細は省略するが、それらの世帯を、

生活保護を受給しているかどうか及び就業してい

るかどうかを基礎に、 AJ醤(生活保護受給・非

就業題)、 B層(生活保護受給・パート就業題)、

CJ醤(非生活保護受給・フノレタイム就業あるいは

ノfーートタイム就業層)と分類しながら、貧国の世

代的再生産に関わる(と推測される)関連指標を

整理してみると、結果的には、不利の継承度合い

では、 AJ醤(13事例)、 BJ醤(6事例)、 C

( 9事例)ではそれぞれかなりの格差があること

がわかった。もちろんそれぞれの項呂の判断の仕

方には厳密には問題があるが、およそ以下のよう

な特徴が明らかとなった。

①現在の生活保護受給と就業及び鍵燦状況から

見れば、 C麗には少なくとも「鍵康問題」は見ら

れない。これに対して A層はほとんど{健康上の

問題を抱えている O

②学監は A、BJ謹安中心に低く、かなりの中

高校中退者を含み、それは本人及び(もと)

犬も共通する特徴である。そして結婚前の就業も、

とくに夫の側に不安定と判断される事例が多く、

その点CJ習が相対的に安定していたと判新され

る就業形態をとっていたことと対比される。

③結婚、離婚、再婚といった点について見ると、

早期結婚(女性 19議以下、男性21歳以下で結婚

の場合)は、全体で8例のうち 6OUはA麗から、

「結婚に反対あるいは関難あったjについては、

全体 12例うち A層は 7例を占め、「結婚式を挙

げていないJ例は、全体で告例うち A層が 7併

を占めている (C層はゼロ)。また結婚前の妊娠

あるいは子連れ結婚は、 C層までも含んで 14伊j

である。控話しておきたいのは、先に調査した A

においても、「結婚式を挙げていない」は棺当

数に上っていた現実である (27世帯中 16世帯、

約 60%)。もちろん、近年では意識的に「結婚式

を挙げない」といったことは社会にはかなりある

が、この場合は意味が違うと考えるべきであろう。

すなわち、この事実そのものが、新たな家族形成

の出発点から「不幸むを背負ったことを象徴する

ように思われるのである O 離婚の原菌は、女性の

(聞からしか酷いていないのでバイアスがかかって

いると見るべきだが、圧倒的に夫側の借金問題

(部分的には妻側も含む)や家庭内暴力(DV)

である。なお再婚後の離婚は 6伊jとなっている。

⑧本人の実家の職業、経済状況、あるいは離婚

経験、兄弟・姉妹数などを見ていくと、全体で

19例が実家の職業は不安定就業であったと推概

され、「経済的閤難あったJと回答したのはお例

である。このうち A層は 13例のうち 12例が

「不安定な就業Jで、「経済的に国難であったJは

10例である。なおはっきりと「生活保護の経験

がある」としたのは 3j例である。「親の離婚経験

があるJは8例である。「兄弟姉妹多Lリが6例、

「その他家族問題(暴力、病気がち等)があったj

が 18例である。いずれにしても A層、 B層を中

心に、実家の家族は「不安定・脆弱・解体jといっ

た言葉が当てあまるような状態あったと判断され

るo (もと)夫艇の実家の状況に関しては、間接



「見えないJ貧困と

的な博報であり、不明も合む(そのことがまた夫

婦としての関係上の問題を示唆している)ので問

題があるかと思われるが、似たような状況が見ら

れる。

⑤子どもの健康状況、不登校、非行などの経験、

あるいは子どもが多い、父親が違う子どもがいる

などで見ると、気になるのはこの中に「韓害を持

つ子どもJが5例も含まれていること、また健麗

上問題を抱えている場合がA麗を中心に多い点

である。これもまた A市の場合と一致する。な

お不登校・非行経験7倒、多子・巽父などは 4例

となっている。

このように表面的であるにせよ回答された

実Jを並べてみてくると、生活保護受給母子世帯

の多くは、親の世代もまた、妻翻のみならず夫側

の親も、そのほとんどは不安定就業階層あるいは

貧困・低所得階!爵に位置していたことが推測され

る。さらにまた、その孫の世代も思難な生活を継

承させていくことが見通しされうる。

( 2 )貧臨・不利(不平等)の次世代への移転

一子どもの教育を中心に

上記に触れたように、多くの生活保護受給母子

世帯においては、人生の出発点から不利を背負っ

てきていること、また新たなスタート時点でも不

利を免れずに家族形成を始めざるを得なかったこ

と、それが「結婚式を挙げなかった」という

に象徴されていた。それは、人生のメインストリー

ムから、いわばずれた軌道上に最初からおかれた

ようなものかもしれない。このような事態、すな

わち「家族形成の困難さJr家族のもろさJといっ
たことを内包せざるを得ないのは、彼女・彼らが

ってきた家庭環境・基盤の脆弱性とその影響と

いったことにあると考えるのが妥当であろう O

インタビューで聞いた「本人が 20歳までの家

庭の状況と経験Jからは、より安定した就業先の

確保の準備もないままに、彼女・彼らの実家から

のいわば「逃避的自立jがそれぞれ促されていた

のが読みとれる。
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. r父は飲むと酒乱というんですか。母親に暴
力をふるったり。兄も親子げんかになって火

をつけるとはL、かなくても灯油をまきあった

り、茶碗割ったり。小学校の頃から、それが

始まると母と他の兄弟と窓から抜け出し

の中、裸足で近くの姉のところに逃げ出した

りしていました。何でうちだけがと思ってい

ましたよ……子どもには高校に行ってほしい。

私は親の家から早くでたかった。そこから出

たい一心で寮付きの仕事を見つけて働きまし

たからねJ(事例 :A

もちろん、それぞれが育った家庭環境がその後

の人生にし、かに影響していくかは、そう簡単に明

確な額向や法則が把謹できるほど単純ではないの

が現実であろう O しかし、インタピューからは、

貧閤、借金、暴力、家庭内における疎外状況、こ

ういったことが母親(本人)に大きな影響を与え、

また自らその「操り返しjに描み、子どもがさら

にまた「繰り認すかもしれないjとして心配して

いる姿が浮かんでくる O

. r長男は小学校の時荒れていた。父親を憎ん
でいたみたいで……キリストじゃないけど十

字架で死んでいる絵を描いたんです。中学2

年の時ひどかった。学校に行かなくなって、

自転車盗んだり、たばこ、酒、バイクに乗っ

ていたこともあった。長女は今のところない

が心配はあるJ(事例 :A

続いて、当の親たち自身はわが子の教脊や学歴

達成にどれほどの期待を持っているのかという点

について触れておけば、とくに、注話されるのは、

どもにどこまでの学歴を希望するか」では、

A属のように比較的子どもの年齢が低い事例で

も、「とりあえずは高校までJr高校だけはJとい
うように、そしてB、C層では大学なり、

校などの高等教育機関への進学希望が顔を出して

くるように、そこには(ミドルクラスとの対比と

いった形ではないにしても)現実味を帯びた子ど
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もの教育・学歴への「期待葦Jが、すでに相当はっ

きりと見てとれることである。

どもたちは仲いいがよく喧嘩をする。あ

んまりうるさいと、それ以上したら殴るよJ

とよく言う o (子育ての自信は)こればっか

りはないね。子どもの教育に関しては成り行

きに任せている。学校に行くにこしたことは

ないだろうけど¥……中卒でもちゃんと働く

ならそれでいしリ(事例 :B

とはいえ、差異もまた見ておく必要はあるO そ

の点で、子どもの進学等に関しての「金銭的困難」

は当然のごとくほとんどの層が「感じている」と

しているが、教育資金に対する準備では、 A

などでは「考えたくもなLリ「学資保険かけられ

ないJI蓄えられなLリなど、生活保護制度の学

資保険をめぐる問題点などもあって、ほとんどこ

れまた将来を心配しながらも、何らかの行動を起

こすことができないでいることが注目される。そ

れは、 C麗などの親が、あらゆる制慶を使って乗

り切りを留ろうとしている行動と対比される特徴

である。

(3)調査世帯の経済状況とネットワークに見る

不利の構造

ところで、母子世帯であること自体がさまざま

な不利を免れないのが現状であり、たとえ社会階

層的に上位に枕置する母子世帯でさえ、地の研究

では、実家の援助によって、かろうじてその生活

を維持されていることが明らかにされていること

からも(ヘ圧倒的に多くは社会的な不利な階患と

して再生産されていることは間違いなL、実擦、

道内の大規模調査結果もそのこと与を明らかにして

いる (6)。

このことは、たとえば本人たちの離婚時の親か

らの援助の有無、あるいは現在の親のおかれてい

る状況に典型的に反映されている。すなわち、離

婚時には確かに本人の実家に一時的に身を寄せて

いた事例がかなり見られ、また金銭でなくとも物

的な援助、子どもの世話といった援助がある。し

かしそれでも(妻側の実家でさえ)、調査世帯中

7、8例は援助は「なかった」と回答しているO

そして夫制の実家からは「なかったJが庇倒的多

数を出めているO

f皮女たちの人生は、離婚という面では精神的に

プラスになった、あるいは後に見るように、経済

的に生活保護などによって「安定」してきたのは

あるにせよ、人生の大きな岐路において、

ある部分は、まったくその不利を自分の親からも

「埋められていない」のである O

そのことはともかく、 A、8患は生活保護費と

児童扶養手当などを中心に(プラス若干の養育費)、

そして C閣は自らのフルタイム労働と児童扶養

手当によって生計が維持されている。だが一般に

母子世帯の「安定した自立」基準が400万円前後

だと言われていることからするとへ一部を除い

てほとんどが、その水準以下で生活していること

は厳然とした事実である。またこの場合、生活保

と児童扶養手当では、当事者も調査者側も相当

の受け止め方の違いがあると思われるが、いわゆ

る死別母子世帯の遺族年金も含めて、とくに経済

的磯能に娘定していえば違いがあるわけではなし、

そしてそれらの公的な所得援助がない眠り、大半

の母子世帯の家計が成り立たなL はっきりと

克ておくべきであろう。

とくに、フルタイムの仕事の篠保に関しては開

き取りの不十分さがあるが、また調査対象の偏り

の問題があるが、結婚前なりその後にも比較的安

定した仕事についていた場合、何らかの資格を持っ

ていた場合、積極的に行動した場合など、さまざ

まだが情報収集力、それを利用する力、いわゆる

「コネクション」の利用など、すでに存在してい

た就業上の安定度の格差は趨えられないまま継続

していることが読みとれる (8)。

次に「本人たちの親の現状の生活」について聞

き取った結果を見ると、離婚経験のある実家は、

父親が所在不明も多く、また残された母親も年齢

的にも高齢期であることから病気を伴っている

例が多く、「本人(娘)側からの親への援助」が



「見えない」 と

必要とされでも、逆に「親からの援助Jはほとん

どが難しいこと示唆している。とくにこのうちい

くつかは、生活保護受給あるいは特別養護老人ホー

ムなどの揺祉施設、公営住宅などでの質素な年金

らしであることを推測すると、親のかなりの部

分が公的な生活援助サービスを必要としている階

となっていると判断される O また年齢が比較的

若い親にあっても、自らの経済的自立を支えるの

に忙しく、娘を援助する余路のないことも大きい。

さらに当然のことだが、一部を除いて(もと)夫

側の親とはたいていの場合「縁は切れているJの

が現状である。

(ヰ)今後の展望をめぐって

「離婚した女性が当面する諸問題Jでは、 A、

B、Cどの層も基本的には同じである o 1"お金の

確保J1"仕事の確保J1"子どもの教育Jなどである。

ただこの場合、「住宅の問題jがそれほど上位に

出てくる併が少ないのは、本ナト!などの大都市とい

くぶん異なったことであろう。この中で「お金の

確保Jに関しては、間違いなく生活保護受給、児

などで公的な対応が大きな貢献をして

いると考えていL、。しかし、「仕事の確保Jとい

う点では、それまでの学歴、仕事の経験内容、結

婚・妊娠による仕事の断絶、また子どもの存在と

保脊閣の確保の困難といったことによって、問題

はほとんど解決しないまま現状に至っている。

自分自身のJ悩みと今後の意向などについては、

当然、のことながら、 A層、 B麗では、「仕事のこ

とJ1"健康のことJなどがもっとも大きな悩みで

あるが、 C はすでにある緯度この問題をクリ

アしつつあることから、「特になし」などといっ

た回答も見られるO その中で A層、 B層の特徴

の一つは、「仕事の確保」の問題と保育閣の確保

の課題が絡み合いながら、子どもの麗望も自分の

将来の展望も明確には描ききれないままに来てい

るO とくに仕事の確保の閣ではその情報、情報の

利用、具体的な技術の身に付け方、資格取得の方

法など、多くの母親がその先が見えていないこと

が読みとれる。以下、代表的な事例を具体的に紹
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介しておこう。

. 1"ケースワーカーは2ヶ月に 1聞の訪問。就

職活動を記入して提出する O たとえば断られ

た理由等を記入して。パートでコンビニなど

で働こうと思うと、日曜日に出てほしいと

われ……そうすると子どもを見てくれるとこ

ろがなくなる。学校も土曜日が休みになり・・

それに合わせるとなかなか見つからないJ

「保育閣は働いていないと入れない。幼稚留

はお金がかかるので入れることができない。

その中で子どもが結馬家にちょろちょろする

ことになるJ1"母親も住み込みの仲居だから

めんどうみてくれないJ(事例 :A層)

. 1"(お母さんが考える自立に対して)どうやっ

ていいかわかんない、思いつかなLリ「市役

所からは職安に行くように る。職安掲

示では 1時間、 2時間の仕事しかない。それ

だけでは仕方がない。一日中あるいは朝3、

4時まででも働きたい。職安でこの団地の3、

4階の人と仲良くなったり、なんか仕事ない

かと聞いているがなかなかない。高校中退し

た16歳の子もいっしょに職安に行くが、職

員からは 1116歳では職はなかなかない。 18

識の弱砕でも当たつて酷いてみなければ….J

と言われた。この子は働きたいと言っている

し、融かなければならないのに、アルバイト

もしていない……J(事例 :A

. 1"やっぱりとにかく自立したいんです。パー

トで月 5万くらいあれば、児童扶養手当と併

せて何とかやっていけると思うんです。賛沢

しなければ。自立は経済的なこともそうです

が、子どもとの距離を置いて精神的に自立し

たいんです。今は子どもにつきっきりで岳分

の時間が持てないし。以前働いていたときに

すごく楽しかったんです。今は完全に家にこ

もっている状態ですから世間と接することを

一番に考えたいんです。子育てにもそれは生



48 

きるし。それでまた新鮮な気持ちで子どもと

接したいJI来年の 4月には子どもを保育所

に入れ、仕事を見つけしだい保護は切りたい

と患っていますJ(事例 :A

. I今の仕事は今年に入ってから始めた。前は

コンピュータのチップの会社で閉鎖された。

1年間失業保険が出ている間に友人と 3ヶ月

学校に行って資格を取った。そしてその後ハ

ローワークや安定所に行って見つけた(病院

込むことになる。もちろんそうせざるを得な

いこともある。精神的に弱かったり、体が弱

いなど、しょうがない人生もある。だからこ

そ仕事が大切だと思うJ(事例 :C

このように、実際関き取りの中では、ある「あ

きらめJI開き誼りJに似た感'情や意識とともに、

またさまざまな「自立Jへの格闘や努力も語られ

ている。しかし、現局面ではそれらは容易に結果

として表顕に現れず、それゆえまた賭囲からの批

ヘルパー兼看護助手)。年齢45裁までとなっ 判も受けている もある。そしてそこでは、保

ていたがダメもとで電話した。いっしょに資

格を取った友人は荘宅のへlレパー。在宅ヘル

ノfーは不安定。皆旦那さんがいるのでそれで

いいがJI民生委員はよく様子を見に来てく

れる。仕事のことでも柏談した。自分がスムー

ズに来ているからよくわからないが、 B市は

福祉が充実していると開いているJ(事例:

B 

. I手当よりも仕事の斡旋等のケアをしてほし

い。仕事は子どもを育てる上で大事。仕事が

安定していないとすべてが崩れる。自立の立

場を援助してほしい。親が働いている姿(昼

も夜も働いて 20万稼ぐため)を見て、子ど

もは幼稚園ぐらいからわかっていて、無理や

わがままを言わなかった。しかし、小1の特

に暴発して 1ヶ月くらい登校掠否に。この持

『ただ自分が頑張ればいいというものではな

いJと思った。子どもは何も言わなかったが

自分の考えは変わった。幼稚罷や小学校低学

年時に預かつてくれるところがたくさんある

とL、ぃ。とくに夏休みなども。自分の母は父

に依存して生活していた。娘は自立している

自分を見てどんな結婚観をも持つものかなと

う。生活保護を受けている人はトラブルメー

カーが多く(自分がアドバイスしでもわかっ

てもらえない)、行動を見ていると生保受け

ているのがわかる。男性をころころ変えて杷

手に依存するのは楽。けれどその分は背負い

護を受けていない母子世帯は共感が持たれ、受け

ている場合でとくに「努力jが外に見えない場合、

周囲の人々の共感は少なL、。

護関の世代的再生産とは、こうして考えてくる

と、「もろい家族J同士の「同類婚Jを通じて

(あるいは欧米では未婚のままの関係で)、また貧

困な状態で暮らさざるを得ない「もろい家族」が

再び生まれてくる現象であり、その背景には、

本主義社会における「個人責任」というより「家

族責任」を重撹したシステムがあり、その作用の

結果であると言いうる。すなわち、そこには家族

の持つ諸資源・諸資本の不平等が厳然として存在

するがゆえに、その傾向が強い国においてこそ、

市場経済の進展と相まってより強くはっきりした

形で、貧閣が世代から世代へと表れてくる現象で

あると考えられる。しかもそれが、次に具体的に

見るように、そのことを防ごうとする国家の政策

によっても補完・促進されざるを鐸ないという矛

盾した構造の中で生まれてくる現象、これが貧困

の世代的再生産ということであるとも言える。

4 寵弊化ずる家族と生活保護 r見直し」論

議の分離

今日のポスト福祉国家といわれる段階において、

市場経済万能主義が国家の役割を後退させ、髄人

や家族の力を前面に出すことによって、 F皆層間格

くとしたら、現代社会は、一面では「能力

主義社会Jであることには間違いはないが、他面

では(本質的に)資源の不平等性を持つ家族制度
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をなお社会制度の基盤に抱え込むことによって成

り立つ社会システム、結果として貧函や排験され

た人々にとっては「機会の平等Jさえも実費的に

保障されないような階層社会の根界を謹呈させて

いる社会ではないか、とも言えるO 少なくともそ

の方向へのベクトルは強くなっていると考えられ

るO とくに最近のアメリカなどの播祉政策動向に

代表される「家族責任重視Jの政策展開ij:(ヘむ

しろ結果的に「ライフ・チャンスの平等」に進行

してきているのではないか。

そしてそれは、わが簡も例外でなく、まったく

似たような政策論議が進んできているのが、最近

の森前首相の「子供を産まない女↑性生は福祉を受け

る資格がなL

扶養手当の削減や母子世帯の「自立」などに関す

る議論にも、皮映していると見られるのである。

「母子家庭については、これまで児童扶養手当

に大きくウエイトがかかっている施策を見藍し、

きめ細かな福祉サービスの展開と自立・就労の支

援に主眼をおいて、(1)子育てや生活支援策、

( 2 )就業支援策、(3 )養育費の確保策、(4)

経済的支援策を総合的に展開することとするJ

(厚生労働省告示第 102号、平成 15年 3丹19日

「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための

に関する基本的な方針J)

これまで述べてきた視点から、その延長上に最

後に問題にしたいのは、「貧困の世代的再生産」

と並んで「富の世代的再生産Jというフレームワー

クで見た場合、たとえば、最近のアメリカの上位

題の所得集中度の高まりが所得格差の拡大として

現象していることである制。表2はその一端を示

している。また見なければならないのは、わが習

においても、アメリカほどのよ位麗への富の集中

は見られないにしても、表3に見られるように、

この間の所得の不平等は確実に進行している

である。このような中で注目したいのは、踏層性

表2 家計の所得:所得5分位および上位5%別世帯数と所得:1980-1999年

世帯数
各階層の所得(ドル) 各階層の所得構成比(%)

年 各5分位の上限
(1，000) 
最低位第2佼第3位第4位

上位5%最低位 第2位 第3位 第4位 上位5%

1980 60，309 21，053 35，446 50，203 70，446 111，337 5.3 11.6 17.6 24.4 41.1 14.6 
1985 63，558 20，570 35，435 51，330 74，674 122，264 4.8 11.1 16.9 24.3 43.1 16.1 
1990 66，322 21，473 37，022 53，587 78.380 130，473 4.6 10.8 16.6 23.8 44.3 17.4 
1995 69，597 20，847 36.058 53.549 78，993 135，178 4.4 10.1 15.8 23.2 46.5 20.0 
1999 72，031 22，826 39，600 59，400 88，082 155，040 4.3 9.9 15.6 23.0 47.2 20.3 

注)r現代アメりカデータ総覧200U(東洋緩済新報社)より作成。

表3 所得4分位階級別の 1世帯あたり平均所得額の推移 (単位:万円)

年 1991 1993・94 1996 1998 2000 場減率A 場減率B

総数平均 628.8 664.2 661.2 655.2 616.9 1.9% -7.1% 

第 I 階級 173.6 192.8 174.0 179.7 159.7 -8.0% 17.1% 

第 E 階級 409.4 437.7 417.0 425.8 380.9 7.0% 13.0% 

第 III 階級 656.9 696.9 695.9 685.4 642.6 -2.2% 7.8% 

第 W 階級 1275.3 1365.5 1357.7 1330.0 1284.4 0.7% -6.0% 

主主1) 1993、例年はこの雨年のどちらかにどの階級も所得のピークがあることを示している。
2) 増減率Aは1991年基準、増減家Bはピーク年慈獲の数値を表している。
3) 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成13年国民生活基礎調査の概況Jhttp://www.mhlw.go.jpjtoukei/saikin 
より筆者作成。
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を帯びた家族・世帯関で、とくに中・下層世帯の

経済的疲弊化傾向、あるいは世帯員数の縮小額向

に現れている家族の「もろさJとでも言うべき傾

向の深化・拡大である O またそれらに伴う「生活

不安J意識の高まりである(ヘ

近年の世帯構造の変化(構成変化)について見

ると、「夫婦と未婚の子のみの世帯J13世代世帯」
の減少、「単独世帯J1夫婦のみ世帯J1ひとり親

と未婚の子のみの世帯J1高齢者世帯jの増加傾

向が自立っている。また平均世帯員人員の減少も

大きい(以上「閤民生活基礎調査J)。このことが

即家族の「もろさJにつながるわけではないが、

またクーンツが言うように、歴史上「家族形態J

という点で貧困を防いできた理想的な形態などは

ないのだが。ヘ現局面においては、その中で確実

に、とくに経済的な脆弱化が下層部分に起きてき

ていると考えられる。

たとえば、生活福祉資金(修学資金)措り受け

あるいは離職者資金借り受け層の世帯を見る

とへそしてさらにホームレス全盟調査の結果な

どを見ると側、いわゆる Working Poorと呼ぶ

べき階層における疲弊化が見られ、またその中で

の家族形成そのものの IE困難さJを背景に、いわ

ば「単独世帯Jの一直線の落層化も推測される。

しかも、それが、すでに述べてきた「家族依存の

性格Jを基礎とした「脆弱な家族に脆弱な政策j

(fragile families， fragile solutions) (25)とでも特

徴づけられる政策展開によって促進されている。

上記の生活福祉資金の借り受け膳や連帯借り受け

層の性格、資金貸し付け免除申請あるいは延滞利

子免除申請の内実からは、そのことがよく見て取

れる(制。

にもかかわらず、今や福祉改革の焦点になろう

としている生活保護「見麗しjなどの動向を見る

と、依然として「家族依存」における「もろさj

に日を向けるのではなく、もっぱら財政問題、あ

るいは「見直しjの理由としての生活保護受給麗

のモラル・ハザード(行動・道線問題)だけを強

調し、事を進めようとしているように態われるの

である。実際「財政制度等審議会」などの「建議J

においては、貧困・低所得層「内部」の、いわば

を問題にしながら、かつての「受け

るに植しない貧民J(undeserving poor)論が再

現され、肝心の護国の環実やその要因、あるいは

と社会的公正と行ったことが議論されない

ままに事態が推移しようとしているO

「生活保護は国民生活の最後のセーフテイネット

としての機能を有するものであり、真に留窮した

自立不可能な者に最低眼度の生活を保障すること

を自的とするものである。しかしながら、受給者

に一定の収入を保障する者であるが故に、保障水

関2 所得金額階級別世帯数の相対度数分布

ザ
ゐ

5
 
1
 

平~14年i自主筆

10 

1.4 

100 100 30日 50自 100 500 1100 13日o 1600 170日 190司
約三ユ

JS 万
Fヲ 200 400 900 900 10目。 12制 140自 1600 1000 2000 p3 
5長 1!t. 
d高 上

注)http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/l日yosa02/2-1.htmlより転載。



「見えない」貧閤と

準やその執行状況によっては、モラルハザードが

生じかねず、かえって被保護者の自立を組害しか

ねないという菌も指摘される。このため、制度・

運営面について……しっかりとした点検と見護し

が必要である。……廃止に向けた検討が必要であ

ると考えられる。また、母子家庭についてみた場

合、一殻の母子世帯の平均の所得金額 (21.1万

円、世帯人員平均 2.64人)と被保護母子世帯の

最低生活費 (22.1万円、世帯人員平均 2.91人)

を比較した場合、母子加算も向操であると考えら

れるJ(平成 15年 6月9日財政制度等審議会

成 16年度予算編成の基本的考え方についてJ)

すなわち、マクロ的に見れば、1Zl2に見られる

ような最下窟の中の、わずか全世帯の1.2%の世

帯の中の、またごく一部に見られる「道穂的問題j

を、似たようなイ邸庁得・貧困賠層の中での形式的・

表面的な対比のみで「問題Jにし、「見麗し」を

進めようとし、これを一部の保守的な週刊誌など

が取りあげ(27)、これを後押ししているのが現局面

である。

それは、アメリカの動向に関して、K.キルティ

とA. シーカソレが指摘しているように(28)、貧困

問題が議論されるのではなく、それとは切り離Eさ

れて「福祉改革Jが議論され、具体化されてきた

状況と、まったく同じものであると言っていいだ

ろうO その帰結は、よほどの大きな発想の転換が

ない撮り、明らかである倒。
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戦略に注自して J埋橋孝文編著『比較のなかの

福祉国家J(講座・福祉国家のゆくえ 2)、ミネル

ヴァ警房、 2003年、も参照。

(4) I家族資本Jという言葉は、擬観的な意味で、

しばしばこれまでにも使われてきたし、筆者自身

もまた使ってきたが(前掲論文など)、改めて使っ

て見ょうとここで考えたのは、アメリカの研究動

向の影響もある。たとえば、 Scholz，John Karl 

and Wolfe， Barberaらによる TheFamily Capital 

Project: How Health， Education， Wealth， and 

Family Resources Are Shaping Economic 

Inequality (in the Institute for Research on 

Poverty， 2001)などの研究プランなどである。しか

し、基本的な問題意識は、 P. ブ、jレデューから来て

いる o Bourdieu， Pierre. (1986). The Forms of 

Capital. In Richardson， G. (ed.). Handbook of 

Theory and Research for the Sociology of 

Education. Greenwood. 

( 5) Jordan， Bill. (1996). A Theory of Poverty and 

Soci.α1 Exclusion. Polity Press. 

(6) Gans， Herbert J.. (1995). The War Against The 

Poor: The Underclass and Antipoverty Policy. 

BasIcBooks. 

( 7) Aoki， Deborah M. (1998). Gender Class and 

Age in the 抗icrocosmof th日 Family:The 

Household Division of Labor in Hokkaido， 

Japan. U.S.-]aραn Women's ]ournα1. 13. 

(8) Coleman， James S. (1988). Social Capital in the 

Creation of Human Capital. American ]ournal of 

注・文献 Sociology. 87 

(1)青木紀「貧国の世代的再生産一教育との関連で ( 9 )自黒依子・渡辺秀樹編『講座社会学・ 2・家族J

考える J 庄~洋子flt!編著『貧国・不平等・社会福

祉J有斐閣、 1997年、 134-135

(2) G. エスピン・アンデルセン(渡辺雅男・渡辺

『福祉国家の可能性一改革の戦略と浬論的

基礎J桜井議皆、 2001年。同『ポスト工業経済の

社会的基礎一市場・福祉国家・家族の政治経済学J

桜井護活、 1999年。

( 3 )なお関連して、同様な指摘をしている矢野裕俊

「教育システムの間際比較一福祉関家における教育

東京大学出版会、 1999年、など参照。

(10) もちろん貧閣と家族資本との関連が十分間われ

てこなかったという意味であって、日本の不平等

の再生産を議論する研究がないという窓味ではな

い。たとえば、鹿又伸夫『機会と結果の不平等』

ミネルヴァ書房、 2001 年、橘木俊詔 ~a本の経済

格差』岩波書宿、 1998年、佐藤俊樹『不平等社会

臼本J中公新番、 2000年、原純輸・盛山和夫『社

さの中の不平等』東京大学出版会、
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1999年、原純輔編「流動化と社会格差Jミネルヴァ

2002年、苅谷剛彦『階層化日本と教育危機』

2001年、国立社会保障・人口問題研究所

編『社会保障と世代・公正』東京大学出版会、 2001

年などがある。

(ll)この点については、すでに注(1)でも触れて

きたが、なお少し言及しておきたい。貧困の世代

年少者への責任、病人やトラフソレのある者へ

の援助などの家族の義務は、できる限り家族に負

わせるべきである。」高野史郎『イギワス近代社会

事業の形成過程』動家警房、 1985年、 216

(13)青木紀「調査ノート:貧困の世代的再生産の構

造(1)一北海道A市における離婚母子世帯分析 J 

r教育福祉研究J第6号、 2000年。
的再生産に関わっては、たとえば古くは、高山武 (14) 「貧国の世代的再生産の構造 (2)-B 

ミま「英障における貧割賦念-Deprivationについて-J

F低所得層の研究 1J (北海道大学教育学部産業教

育研究施設研究報告書第20号入 1981年、杉村宏・

松本伊智朗『貧閣のt世代関継承に関する研究J(昭

和63年度文部省科学研究費報告警)、 1988年、ま

た比較的最近では、西尾祐吾『笈簡の世代関継承

に関する研究』相JII書房、 1999年、などがある。

さらに、貧困の世代的再生産に関わる現象の指摘

は、「貧国の女性化Jに関わって、部分的だが言及

されてもいる。たとえば、庄南洋子「一人親家族

の貧国」庄司洋子他編著『前掲書J、Et谷怜子 F現

代の貧国の諸棺と公的扶助』啓文社、 1996年、あ

るいは財田法人・家計経済研究所『ワンベアレン

ト・ファミリー(離別母子世帯)に関する 6ヶ国

1999年、中田照子・杉本震代栄・森田明美

『日米のシングルマザーたちJミネルヴァ

1997年など。また、鎌田とし子編著『貧国と家族

綴壊』ミネルヴァ書房、 1999年、などもある。し

かし、全体として、歌米の議論の紹介、養護施設

の子どもとその家族を対象にした分析、あるいは

実証分析における部分的な現象の指撤に多くがと

どまっており、真正密から取り紐んでいるものは

まだない。

(12)たとえば、有名な C.S.ロックの慈善の一般原

NIJでは次のように述べられている。「①通期的には、

は、受給者を独立させるのでなければ

完全ではない。……争窮乏 (destitution)の恐れ

や、恥の意識、近親の影響などの圧力をかける

段は、個人の上に作用するように保たれるべきで

ある。③救済に関するに当っては、家族を全体と

して考慮すべきである。さもなければ、最も強い

社会的紐帯が破壊されることになろう。老人の世

市における実態-J r北海道大学大学院・教育学研
究科紀要J第89号、 2003年。

(15)たとえば、高村弘晃・奥山正司「協議離婚にお

ける生活問題についてJ(日本社会福校学会第49

回全盤大会発表資料)、 2001年、は興味深い資料を

提供している。

(16)たとえば、北海道民生委員児童委員連盟『単親

(母子・父子)家庭生活実態諦査報告書J、1996年

など参照。

(17)青木紀「前掲論文J(13)では、北海道民生委

『単親(父親・母親)生活実態調

0996年)の結果から、「さらにまた

『経済的閤窮』の『あるJrないJの盟答では、ほ
ぼ 400万円を基準lこ『ない』が『あるJをよ闘っ

てきていることからすると、 400万円という水準が

母子世帯の考える『安定した自立生活』の基準と

見ていいのかもしれない。その基準(調査時点の

ズレがあるとはいえ)からすると、経済的に安定

して『自立』しているのは、この調査世帯の中で

は4、 5例にすぎないと言えるJと指摘しておい

た (64頁)。

(18)脅木紀「前掲論文J(13)では、これに関連し

て次のように指摘しておいた。「このように見ると、

いわゆる FコネJの有無といったことが影響して

いると言えるし、それも事実であろうが、やはり

離婚後の彼女たちの生活の『自立Jの慈礎になる

した仕事の確保にも、殺や親族の地域社会に

おける階層的地{立が、少なからぬ鏡定性を持って

いたということが浅目される。もっとも『階層的J

といっても、父親が教員であったとか、炭坑勤務

(本工)であったとかなどであり、その差といって

も、せいぜい地元で『安定した生活』が営めてい
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た、というくらいのことではある。しか か

えれば、それは基本的には『公的な援助』が、

子世帯の安定した仕事の確保には、ほとんど何も

直接的にはなしえなかった、その小さな差を認め

るものにはなっていなかった、ということも示唆

している。J(69 

(19)この点に関しては、とくに最近のブッシュ政権

のもとでの福祉改革の動向に関しては新関などが

伝えているとおりであり、これまでも争われてき

た「家族の縞鎧」を旗印に掲げて、結婚を奨励す

ることによる生活保護からの離脱の推奨を進めて

きていることに象徴的に表れている。なお関連し

て触れておきたいのは、筆者が常々強く感じてい

たことだが、この背後にはRobertE. Goodin 

うように「儲人主義は今日の西欧哲学の核にある

といわれている。しかし実際にはむしろ一穫の

Familiaismなのである。このイデオロギーは法律

に『家族の責任』として反映されている……エリ

ザベス救貧法……これが『鈎人責任』の炎の中で

カムバックしてきた j という動きである o

Schmidzt， David and Goodin， Robert E. (1998). 

Sociαl Welfareαnd lndividuαl Responsibility: For 

And Ag，αinst. Cambridge University Press. p. 

135. 

(20) この点lこ関しては Phillips，Kevin. (2002). 

Wealth and Democracy: A Political History of the 

American Rich. Broadway Books. また主として

統計的に分析している Keister，Lisa A. (2000). 

Wealth in America: Trends in Wealth lnequality. 

の夢と現実J 1998年、 21貰。 Coontz，

Stephanie. (1992). The Way We Never Were: 

American Familiesαnd the Nost，α19似 Traρ.Basic 

Books. 

(23)北海道における、最近の生活福祉資金の借り受

け世帯(修学資金)の利用状況を見ると、年間収

入300万円未満が47.1%、500万円未満aが42.5%、

500万円以上が 10.4%となっている。またそのうち

生活保護世帯が30.2%を占めている。さらに離職

者支援資金申請状況から見ると、離戦前年間収入

300万円未満が 69.0%、500万円未満が 27.2%、

500万円以上が4.7%となっている。なお後者で注

目されるのは、一人世帯が 17.0%、2人世帯が 26.1

%も占めていることである(北海道大学教育学研

究科・鳥山まどか氏の分析による)。詳しくは後日

に期したいが、いずれも低所得者腐というだけで

なく、家族形成そのものが、かつてとは異なって、

いわば「ほそく、もろい」ものになってきている

ことを捻測させる。これがまた、仮にこの制度が

ない場合、ホームレスの状態と結びっくことは大

いにあり得ることであろう O

(24)厚生労働省『ホームレスに関する全国調査報告

結果J(2003年)によれば、結婚していた者の割合

は53.4%を占めていた、この 1年間に家族や親族

と連絡のなかった者は 77.1%であったとしている。

(25) Halpen， Robert. (1999). Fnα:gile Families， 

Fragile Solution: A History of Sutρortive Services 

for Families in Poverty咽 ColumbiaUniversity 

Press. 

Cambridge University Press. などが参考になる。 (26) は、現在北海道社会禄祉協議会の生活福祉

(21)内閣府による最新の「国民生活に関する世論調

では、「生活不安」を感じている人が国民の 67

%に達し、過去最高であることを報じている。朝

日新聞2003年8月31臼付け斡刊。

(22) この点では、アメリカの家族について、麓史的

に「貧困や社会変動から人々を守った家族形態は

ひとつとして存在しなかったJとする、ステファ

ニー・クーンツの家族神話の批判が想起されるべ

きであろう。ステファニー・クーンツ(蹄村ひと

み訳)r家族という神話ーアメリカン・ファミリー

あるが、委員会における

償還問難に伴う免除の審議の際にたいてい自にす

るのは、連帯保証人もまた生活保護受給者であっ

たり、行方不明者であったりする事実である。そ

れは、多くの場合、親族関係あるいは友人関係の

中で連帯保証人を頼まざるを得ない現実が、その

後ある必然性を持って破綻したにすぎないとも言

える。しかしここで見ておくべきは、そういう形

(貧間層あるいはもろい家族がまた同じ策関藤ある

いはもろい家族などに依存を余儀なくされる)で
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しか、貧困・低所得隠は資金そ借り受けることが

できないという、わが留の笈困対策の「家族依存」

的貧困そのものである O なお具体的に見ると、 2002

年度においては、貸付金償還免除申請総数日、傍

受人理由(死亡し行方不明 6、免資決定3、生

活保護2)、連帯借受人理由(死亡し行方不明3、

免震決定3、その他1)、連帯保証人理由(死亡4、

行方不明 3、免資決定2、長期療養含む無職年金・

日麗い等4)、延滞利子免除申請総数12、借受人理

由(死亡し行方不明 1、免責決定1、生活保護

2、降客年金 1、長期療養含む日雇い・季節労働

3 )、連帯借受人(死亡し行方不明2、稼働・借

金1、生活保護2、長期療養 1、無織・年金1、

その他1)、連帯保証人(死亡2、長期療養含む無

職・年金6、自営不況2、その他1)であった。

(27) r週刊新潮J2003年8月7臼号は「生活保護 l
日受けたら止められないJという特集記事を掲載

している。またこれを受けて JapanTimes は8月

12 8 rTOKYO CONFIDENTIAL: All's well on 

welfare-maybe too wellJとして報じている。

(28) Keith， Kilty and Segal， Elizabeth. (2003). 

Rediscovering the Other Am日rica: The 

Continuing Crisis of Poverty and Inequality in 

the United States: Introduction. Journal of 

Poverか Vol.7. The Hawarth Press. 

(29)なお本報告は、本シンポジウムと時を閉じくし

て出版した脊木紀編著『現代日本の「見えないj

貧困一生活保護受給母子世帯の現実』

2003年、の序章及び第 l章とほとんど重複してい

るが、最後の 4節 Cf疲弊化する家族と生活保護

しJ論議の分離J)は、新たに報告府として

き力日えたものである。

〔北海道大学教育学研究科教育臨床講座教授)

青木報告のコメント

関部

東京都立大学の関部です。コメントをさせてい

ただきます。

私は、青木先生から、以下のような学問的刺激

を受けております。数点だけ述べさせていただき

ます。

l、青木先生は、ホームレスに代表されるような

「見える護閤J(顕荘化している貧国)とひとり

親世帯に代表されるような「見えない貧困J

(潜在化している貧困あるいは陣、蔽された貧国)

の分別を行い、後者の問題について取り上げる

重要性について、われわれに主主意を喚起してい

ます。それは、ひとり親世帯に注目しそれが新

たな貧困世帯を再生産する貧問題の母胎となっ

ているのではなしゅ〉と考えているからです。

しそこで、実証研究では、経済的不安定を核と

して、記偶者の債務、ギャンフザル、夫婦問の

DV、あるいは親子関の虐待や放置、子どもの

不登校などの問題が重層的に逮関して出現する

構造を明らかにしています。

3、青木先生がこのような考えをもっ理論的前提

には、 K・マルクス、 p.ブルデュ一、 A.セ

ン等があるかと思います。普木先生は、「資本」

という概念を用し¥家族にどれだけの資本が投

入されているかということに着目しています。

これは、生活の「必要Jに対しどれだけの「資

本J(これは「社会資漉Jと謹き換えてよいか

と思います)しているか、また使いこなす社会

的スキル(広い意味の教育や生活技術を指して

いる)を獲得しているかということが合意され

ているのではないかと考えます。ひとり親世帯

の生活の「必要jに対しどれだけ「資源」

されているか、またしなければならなし〕かとい

う観点から、教育政策、社会保障・社会福祉政

策、労働政策等をとらえかえしております。

4、青木先生の謹閣のとらえ方について、再解釈

をします。貧困のとらえ方について、社会的規

範とりわけ家族規範と労働規範が貧困のとらえ

方に影響を与えているのではな~ iかと考えます。

家族規範には夫婦としての規範と親子としての

規範があり、二人親世帯を標準とする家族形態

はひとり親世帯を異端として扱います。また結

婚を永続的なものとしてとらえる考え方は、離

別世帯を正統としませんO また労働規範は労働

能力のある者は何らかの職業についているもの
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としてとらえます。これらの考え方は自分たち

の生活は、自分たちの家族・労舗で支えなけれ

ばならないという自己責任・家族責任の考え方

に立ちます。そこでは、悟人を超えた社会的問

題を個人の問題として還元させ、貧臨問題を社

会的問題としてとらえようとはしません。

しその反誌として、青木先生は、本報告で発表

されている r3 賞困の世代的再生産分析の事
例的検証」においては、ひとり親世帯を 3つの

に類型化し、家族形成の閤難性や家族基盤

の脆弱性などを明らかにし、護国・不幸IJ(不平

等)の次世代への移転される状況ならびにその

構造的要因について明らかにしています。そし

て、「貧国からの説出・克服という視点からみ

た場合、個人あるいは家族としての『基本財』

の不足や不平等と時時に、とくに仕事を通じて

の、自立への、あるいは教育へのアクセシビリ

ティの不平等(潜在的能力の欠如)の問題がこ

こから推測できるjという分析は肯定できます。

以上のことから、青木報告は、次の研究およ

び政策上の意義があるのではないかと考えます。

lつには、ひとり親世帯の実託研究は数多くあ

りますが、これほどひとり親世帯の現状と課題を

撒密にかっリアjレに真正面から描き出した実証研

究は、これまでわが留で例がないということです。

2つには、階級・階躍的視点、で、女性・

家族・貧閣の連関について理論的視座を提供して

いるということです。これは、ひとり親世帯の諸

問題を文化あるいは価値・行動と結び、つけて考え

る貧副文化論とその系譜に位置するアンダークラ

ス論の日本的展開に反駁する論証を行っているこ

とです。

3つには、わが国の生活保護制度や児童扶養手

当制度をはじめとする社会保樟・社会揺祉制度、

職業の規定要悶として機能する教育制度等の実態

を析出し、それらの制度が貧国・低所得層を支え

ると共に、階層を国定化させる作用をしているこ

とも明らかにしています。

このように実証、理論、政策的インプリケーショ

ンをもった研究報告であると考えます。

(東京都立大学人文学部教授)


